
◎外国の従事者資格と日本での対応資格

①日本と相互認証に合意している国の１１ヵ国　と　欧州郵便電気通信主官庁会議

（ＣＥＰＴ）勧告Ｔ／Ｒ６１－０２付録第２号別表第１号に規定される国

平成5年6月16日　郵政省告示第326号　別表第一号

最終改正　令和2年11月19日　総務省告示第345号

(平5郵告539・平10郵告303・平15総省告509・平25総省告366・平25総省告397・

平28総省告示446・一部改正)

国名 外国の相当する資格 日本のアマチュア局に係

る無線従事者の資格

外国の相当する資格で操作

できる範囲

Amateur extra 第一級アマチュア無線

技士

第一級アマチュア無線技士

の操作の範囲に属する操作

Advanced

General

Conditional

Technician　(注) 第四級アマチュア無線

技士

第四級アマチュア無線技士

の操作の範囲に属する操作

Novice 第三級アマチュア無線

技士

第三級アマチュア無線技士

の操作の範囲に属する操作

(3,500kHzから3,575kHzま

で、3,791kHzから

3,805kHzまで、7,000kHz

から7,100kHzまで及び

21,000kHzから21,450kHz

までの周波数におけるA1A

電波の発射に係るもの並び

に28MHzから29.7MHzまで

及び1,260MHzから

1,300MHzまでの周波数の

電波の発射に係るものに限

る。)

A class 第三級アマチュア無線

技士

第三級アマチュア無線技士

の操作の範囲に属する操作

B class 第一級アマチュア無線

技士

第一級アマチュア無線技士

の操作の範囲に属する操作

1　アメリカ合衆国

第二級アマチュア無線

技士

第二級アマチュア無線技士

の操作の範囲に属する操作

2　ドイツ連邦共和

国



C class 第四級アマチュア無線

技士

第四級アマチュア無線技士

の操作の範囲に属する操作

Advanced Amateur

class

第一級アマチュア無線

技士

第一級アマチュア無線技士

の操作の範囲に属する操作

Amateur class 第三級アマチュア無線

技士

第三級アマチュア無線技士

の操作の範囲に属する操作

Digital class 第一級アマチュア無線

技士

第一級アマチュア無線技士

の操作の範囲に属する操作

(30MHz未満の周波数の電波

の発射に係るものを除く。)

Amateur Licence

(unrestricted)

Amateur Licence

(limited)

Amateur Licence

(novice)

Group A amateur

radio License

第四級アマチュア無線

技士

第四級アマチュア無線技士

の操作の範囲に属する操作

Group B amateur

radio License

第三級アマチュア無線

技士

第三級アマチュア無線技士

の操作の範囲に属する操作

Group C amateur

radio License

第二級アマチュア無線

技士

第二級アマチュア無線技士

の操作の範囲に属する操作

(30MHz未満の周波数の電波

の発射に係るものを除く。)

Group D amateur

radio License

第二級アマチュア無線

技士

第二級アマチュア無線技士

の操作の範囲に属する操作

Group E amateur

radio License

第一級アマチュア無線

技士

第一級アマチュア無線技士

の操作の範囲に属する操作

First Class Amateur

Radio Operator

第一級アマチュア無線

技士

2　ドイツ連邦共和

国

3　カナダ

第三級アマチュア無線

技士

第三級アマチュア無線技士

の操作の範囲に属する操作

5　フランス共和国

6　大韓民国 第一級アマチュア無線技士

の操作の範囲に属する操作

4　オーストラリア 第一級アマチュア無線

技士

第一級アマチュア無線技士

の操作の範囲に属する操作

第四級アマチュア無線

技士

第四級アマチュア無線技士

の操作の範囲に属する操作



First Class Radio

Operator for

General Services

Second Class Radio

Operator for

General Services

Second Class

Amateur Radio

Operator

第二級アマチュア無線

技士

Second Class Radio

General Radio

Technical Operator

Third Class

Amateur Radio

Operator

(Telegraph)

Third Class

Amateur Radio

Operator

(Telephone)

Special Radio

Operator for

Aeronautical

Special Radio

Operator for Radio-

telephone A

General 第二級アマチュア無線

技士

第二級アマチュア無線技士

の操作の範囲に属する操作

Technical 第三級アマチュア無線

技士

第三級アマチュア無線技士

の操作の範囲に属する操作

Novice 第四級アマチュア無線

技士

第四級アマチュア無線技士

の操作の範囲に属する操作

6　大韓民国 第一級アマチュア無線技士

の操作の範囲に属する操作

第二級アマチュア無線技士

の操作の範囲に属する操作

第三級アマチュア無線

技士

第三級アマチュア無線技士

の操作の範囲に属する操作

第四級アマチュア無線

技士

第四級アマチュア無線技士

の操作の範囲に属する操作

7　フィンランド共

和国



A class 第二級アマチュア無線

技士

第二級アマチュア無線技士

の操作の範囲に属する操作

B class 第四級アマチュア無線

技士

第四級アマチュア無線技士

の操作の範囲に属する操作

Advanced 第一級アマチュア無線

技士

第一級アマチュア無線技士

の操作の範囲に属する操作

Intermediate 第三級アマチュア無線

技士

第三級アマチュア無線技士

の操作の範囲に属する操作

Beginner 第四級アマチュア無線

技士

第四級アマチュア無線技士

の操作の範囲に属する操作

10　ニュージーラ

ンド

General Amateur

Operator's

Certificate

第一級アマチュア無線

技士

第一級アマチュア無線技士

の操作の範囲に属する操作

Amateur Extra

Class

第一級アマチュア無線

技士

第一級アマチュア無線技士

の操作の範囲に属する操作

Advanced Class 第三級アマチュア無線

技士

第三級アマチュア無線技士

の操作の範囲に属する操作

General Class

Novice Class

12　欧州郵便電気

通信主管庁会議勧

告T／R61―02付録

第2号別表第1号に

規定される国

同勧告T／R61―02

付録第2号別表第1号

に規定される資格

第一級アマチュア無線

技士

第一級アマチュア無線技士

の操作の範囲に属する操作

注　モールス電信の試験1A(毎分25字)、1B(毎分65字)若しくは

            1C(毎分100字)のいずれかに合格したことを示す証明書を所持する者又は、

            1991年2月14日以前に発給されたTechnician classの免許証を所持する者にあっては

           第三級アマチュア無線技士に相当する資格を有するものとし第三級アマチュア無線技士

           の操作の範囲に属する操作を行えるものとする。

② 欧州郵便電気通信主官庁会議（ＣＥＰＴ）勧告Ｔ／Ｒ６１－０２　　

付録第２号別表第１号に規定される国で下記National licences corresponding to 

HAREC 「２」のライセンス取得者であること。

第四級アマチュア無線技士

の操作の範囲に属する操作

8　アイルランド

9　ペルー共和国

11　インドネシア

共和国

第四級アマチュア無線

技士



CEPT countries

National licences

corresponding to

HAREC

1 2

アルバニア Albania CEPT

オーストリア Austria 1　 (old also 2)

ベルギー Belgium A

ベラルーシ Belarus A, B

ブルガリア Bulgaria Class 1

クロアチア Croatia A

キプロス Cyprus
Radioamateur

Authorisation

チェコ共和国 Czech Republic A

デンマーク Denmark A

フェロー諸島 Faroe islands A

グリーンランド Greenland A

エストニア Estonia A, B

フィンランド Finland Y and T

フランス France
HAREC, class1 and

class  2　（※3）

ドイツ Germany 1, 2 and A

ギリシャ Greece 1

ハンガリー Hungary
CEPT; old RB, RC,

UB, UC

アイスランド Iceland G

アイルランド Ireland CEPT 1 & CEPT 2

イタリア Italy A

ラトビア Latvia A

リトアニア Lithuania A　（※4）

ルクセンブルク Luxembourg CEPT 

北マケドニア

（旧ユーゴスラビ

ア共和国）

Macedonia

(FYROM)
A

マルタ Malta A and B

外国の相当する資格で操作

できる範囲

第一級アマチュア無線技士

の操作の範囲に属する操作



モルドバ Moldova A and B

モナコ Monaco Class 1

モンテネグロ Montenegro A and N

オランダ Netherlands Ｆ

ノルウェー Norway A

ポーランド Poland 1

ポルトガル Portugal 1, A（※5） and B

ルーマニア Romania I and II

ロシア連邦 Russian Federation 1, 2

セルビア Serbia 1

スロバキア共和国 Slovak Republic E 　(old A, B, C)

スロベニア Slovenia A 　(old 1, 2, 3)

スペイン Spain CEPT

スウェーデン Sweden 1

スイス Switzerland 1, 2, CEPT

トルコ Turkey B

ウクライナ Ukraine 1,2

イギリス United Kingdom Full

バチカン市国 VaticanCity

※1 Confirmation of Morse code ability (min 60 characters per minute) is required. 

　　モールス符号能力の確認　(少なくとも1分につき60文字)が　必要とされる。

※2 Confirmation of Morse code ability (min 5 words per minute) is required. 

　　モールス符号能力の確認　(少なくとも5ワード/分)が　必要とされる。

※3 In France from 23 April 2012 there is only one licence class “HAREC”. 

　Old licence class 1 and 2 holder keep the benefit of their class　

　and their personal call sign.

　2012年4月23日以降、フランスでは1クラス(HAREC)しかありません。

　古いクラス1,及び2免許保有者は、それらのクラスの操作範囲とそれらの個人的な

　コールサインを維持する。

※4 Procedure for Granting the Right to Engage in Radio Amateur Activities and

　 the Conditions of Radio Amateur Activities approved by　Order No.1V-1070 of the 

　Director of the Communications Regulatory Authority of 2 December 2005

　 (Official Gazette Valstybės Žinios,　2005, No. 144-5273). 

　2005年12月2日付け、Communications Regulatory Authority局長指令No.1V-1070

　アマチュア無線活動に従事する権利の承認手順及びアマチュア無線活動の条件

※5 Confirmation of Morse code ability (min 50 characters per minute) is required. 

　　　モールス符号能力の確認　(少なくとも1分につき50文字)が　必要とされる。

第一級アマチュア無線技士

の操作の範囲に属する操作



※　ＨＡＲＥＣ　　Harmonised Amateur Radio Examination Certificate

       　　         合意されたアマチュア無線試験証明書

（参考） 外国資格の現状

国名 告示にある資格 その後の改正 現在の資格

Amateur Extra

Advanced 廃止（但し、再免許可） (Advanced)

General 

Conditional 廃止（但し、再免許可） （Conditional）

Technician Plus

廃止（但し、再免許

可）

Technician Plus

Technician Technician

Novice 廃止（但し、再免許可） (Novice)

B class

A Class
Class 1 Class A

C class Class 2

Class 3 Class E

Basic + Advanced

Unrestricted Unrestricted

Intermediate

Limited Limited

Novice Novice

Novice Limited

Foundation

Group E

Group D

Group C

Group B

Group A Class 3

General

Technician

Novice T

1.アメリカ合衆国 Amateur Extra

General

Technician

2.ドイツ

　連邦共和国

3.カナダ Advanced Amateur Class
Basic + Morse + Advanced

Amateur Class

Digital Class

6.フィンランド
Y

4.オーストラリア

Advanced

Standard

5.フランス

　共和国
Class 1

HAREC
Class 2


